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各所属長あて 本部長 

 犯罪の被害者は、その直接的な被害だけでなく、その結果として生ずる精神的被害、経

済的被害等多くの被害を受けている。中でも、精神的被害の問題は、極めて深刻であり、

犯罪により著しいストレス障害を抱え、精神的な援助を必要としている被害者が多数認め

られるところである。こうした現状に加え、警察の活動が精神的被害等の第二次的被害を

被害者に与えているとの指摘や被害者の権利を重視する近年の国際的潮流にかんがみると、

被害者にとって最も身近な機関であり、被害の回復、軽減(被害者感情の軽減を含む。)及

び再発防止について被害者から大きな期待が寄せられている立場にある警察として、被害

者の視点に立った、被害者のための各種施策を早急に強化することが緊急の課題となって

いる。 

 そこで、このたび、別添のとおり神奈川県警察被害者対策要綱を制定し、平成 10年 4

月 1日から施行することとしたので、本要綱に従い積極的に各種施策を展開し、被害の回

復、軽減及び再発防止に努めるとともに、犯罪の捜査その他の警察活動による被害者の負

担を可能な限り軽減するよう努められたい。 

別添 

   神奈川県警察被害者支援要綱 

第 1 総則 

1 目的 

この要綱は、神奈川県警察(以下「警察」という。)が、被害者の置かれている現状

を踏まえ、被害者の視点に立った各種の施策を総合的に推進するに当たっての基本的

指針を定めることを目的とする。 

2 用語の意義 

この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。 



(1) 被害者 

犯罪(刑事事件として立件されていない犯罪及び犯罪に類する行為を含む。以下同

じ。)による被害を受けた者及びその遺族をいう。 

(2) 被害者支援 

警察の活動のうち、被害者の視点に立ち、被害者のニーズに対応する形で行われ

る被害者をめぐる活動をいう。 

3 被害者支援の基本的考え方 

(1) 警察の設置目的の達成 

警察は、「個人の権利と自由を保護」することを目的に設置された機関である。

したがって、犯罪によって個人の利益が侵害されることを防ぐとともに、侵害され

た状況を改善していくことは、自らの設置目的を達成するために当然行うべき事項

である。被害者支援は、警察本来の業務であり、警察は被害者を保護する立場にあ

る。 

(2) 捜査活動への被害者の協力確保 

被害申告、供述等の協力を確保することは、事件の端緒の把握及び立証の上で不

可欠なものであり、警察の捜査活動を進める上でなくてはならないものである。被

害者の利益を守る活動を行い、捜査過程における被害者の第二次的被害(警察の捜査

活動等によって、被害者に更なる精神的被害等の負担をかけることをいう。以下同

じ。)を軽減することは、警察の捜査への被害者の協力を確保する上で、極めて重要

な事項である。 

(3) 捜査過程における被害者の人権の尊重 

犯罪捜査における個人の基本的人権の尊重については、被疑者の人権のみならず、

被害者の人権に対する配意も当然に含むものである。警察は、被害者に敬意と同情

をもって接し、被害者の尊厳を傷つけることのないよう留意することが求められて

いる。 

4 被害者支援推進上の基本的留意事項 

(1) 被害者のニーズへの対応 

被害者支援は、被害者の立場に立ち、被害者のニーズに合理的に対応する形で行

い、被害者が何を望んでいるか、被害者に何が必要か常に念頭に置いて推進する。 

(2) 総合的な施策の推進 

警察と被害者とのかかわりが広範なものであることに留意し、従来の施策の被害

者の立場に立った見直しと新たな施策の推進とを、組織全体において総合的に推進

する。 

(3) 重点的な施策の推進 

被害者支援の推進に当たっては、犯罪による直接的被害とその後の第二次的被害

の両面において大きな問題を抱えている身体犯の被害者、特に女性の性犯罪被害者



及び殺人、傷害致死等に係る遺族の抱える問題への対応に重点を置く。また、少年

である被害者(以下「被害少年」という。)についても、その後の健全育成の観点か

ら、被害者支援上の重要な対象とする。 

(4) 関係機関・団体等との連携 

被害者のニーズは、生活上の支援をはじめ極めて多岐にわたっており、警察にお

いてそのすべてに対応することはできないことから、関係機関、民間団体等との連

携を進め、実効性のある対策の推進に努める。 

第 2 個別分野施策の推進 

1 被害者の救援 

(1) 被害者への情報の提供 

ア 手引、リーフレット等の活用 

被害者が必要とする情報を早期かつ包括的に教示し、あわせて捜査活動につい

ての協力を依頼するため、被害者への慰めの言葉、刑事手続の概要、警察の相談

窓口、被害者にとって役に立つ関係機関・団体の連絡先等を記載した手引、リー

フレット等を活用した情報の提供を行うものとする。 

イ 被害者連絡等の推進 

被害者に対する事件に関する情報の適切な連絡と被害者からの照会に対する確

実な対応を確保し、及び被害者が再び被害に遭うことを防止するとともに被害者

の不安感の解消を図るため、適正な被害者連絡及び被害者訪問活動を推進するも

のとする。 

なお、被害者訪問活動の推進に当たっては、訪問活動が被害者の対面等を傷つ

け、あるいは精神的な負担となることのないよう、事案の態様に応じた配慮を行

うものとする。 

(2) 被害者の精神的被害の回復への支援 

ア カウンセリング機関等との連携 

被害者が抱えている様々な問題の中でも、特に深刻な問題である精神的な被害

に対応するため、カウンセリングを行う機関等との連携・協力関係の確保を図り、

当該機関に関する情報を積極的に提供するなど、被害者の精神的被害の回復・軽

減に努めるものとする。 

イ 被害少年への支援体制の確立 

犯罪の被害が少年に与える影響の緩和、少年の健全育成等を図るため、神奈川

県警察少年警察活動規程(平成 9年神奈川県警察本部訓令第 20号)第 2条第 14号に

規定する少年相談員(以下「少年相談員」という。)等によるカウンセリングの実

施等、継続的な支援活動を行うとともに、少年相談員等被害少年の支援を担当す

る要員の充実と教養の強化を図るものとする。 

(3) 被害の補償、被害品の回復等 



ア 被害回復の促進 

被害品の発見を促進し、被害者の被害回復を図るため、盗品等に関する情報を

被害品の発見及び盗品等の流通の防止を行う民間団体に提供するものとする。 

イ 速やかな還付手続等の徹底 

犯罪捜査、地域警察活動等において、被害品の発見等に至った場合は、証拠品

の適正な保管・管理を行うとともに、速やかな還付又は仮還付手続による被害の

回復に努めるものとする。 

ウ 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和 55

年法律第 36号)の適切な運用 

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の運用に

関し、被害者のニーズを踏まえ、支給事務の迅速化及び適正化を図るものとする。 

エ 犯罪被害救援基金等に対する協力 

公益財団法人犯罪被害救援基金の活動について、奨学金支給対象者の選定に係

る協力要請への対応を引き続き行うとともに、同基金の調査活動等に積極的に協

力する。また、同基金の支援を受ける民間団体等の活動についても、協力を求め

られた場合には、これに応じるものとする。 

オ 暴力団から被害を受けた者に対する援助措置等の充実 

暴力団員による暴力的要求行為の相手方に関する財産的被害の回復のための援

助について、被害回復アドバイザーを活用しつつ、充実を図る。また、暴力団員

による不当な行為の被害者への神奈川県暴力追放推進センターによる民事訴訟の

支援等の救援に対し、積極的な協力を行うものとする。 

2 捜査過程における被害者の第二次的被害の防止・軽減 

ア  告訴・告発、被害届等の適切な受理及び対応 

  
 告訴・告発、被害届等の受理については、従来行われてきた施策を適切に運用

し、被害者の立場に立った対応に努めるものとする。 

  

 なお、犯罪としての立件措置の可否の問題とは別に、当該事案に関し、捜査担当

以外の部門や他の機関での対応が適切なものについては、紹介等の措置を行うもの

とする。 

イ  犯罪捜査における被害者への対応の組織的改善 

  

 警察の犯罪捜査における被害者への対応を組織的に適切に行うため、捜査員等に

対し、被害者対応に関する基本的事項の周知徹底を図るとともに、被害者への適切

な対応を適正捜査の要素として位置付け、捜査指導部門において被害者への対応の

組織的改善を継続的に推進するものとする。 

ウ  性犯罪捜査における女性警察官の活用 

  

 女性の性犯罪被害者が警察の事情聴取により受ける精神的被害を緩和するため、

被害者が希望する場合には同性による事情聴取を行うことができるよう、捜査能力

を有する女性警察官を育成するとともに、効果的な配置・運用に努め、女性警察官



による事情聴取の拡大を図るものとする。また、男性警察官が被害者の事情聴取を

行う場合の補助者、病院への付添い、被害者との連絡業務担当者等として女性警察

官を活用することも、併せて推進するものとする。 

エ  被害者の経済的負担の軽減 

  
 被害者の呼出し等捜査活動による被害者の経済的負担を軽減するため、被害者に

対する旅費の支給等必要な施策の推進に努めるものとする。 

オ  被害者の心情等に配意した広報 

  
 事件広報に当たっては、被害者の立場、心情等に配意した広報に努めるものとす

る。 

カ  施設の整備 

  
 被害者及び参考人が安心して事情聴取等に応じられるよう、施設の整備に努める

ものとする。 

3 被害者等の安全の確保 

ア  暴力団犯罪の被害者等の安全の確保 

  

 暴力団による犯罪の被害者又は参考人等の安全を確保するため、非常通報装置等

必要な装備資機材の整備を更に積極的に推進するほか、保護対策の一層の充実を図

る。 

  

 なお、暴力団犯罪の被害者以外の被害者や参考人についても、脅迫や嫌がらせ等

を受けるおそれがあると認められる場合には、これに準じ必要な措置を講ずるとと

もに、被害者等がその不安を訴えた場合には適切にこれに対応するものとする。 

  

 また、暴力団員による不当な行為等に関し、被害者からの相談に的確に対応する

とともに、神奈川県暴力追放推進センターによる相談業務の円滑な運営に積極的に

協力するものとする。 

イ  女性警察職員による被害相談体制の整備 

  

 女性被害者の安全の確保及び被害の防止を図るため、女性警察官等女性警察職員

を相談所、交番等に効果的に配置・運用するなど、女性が警察に相談しやすい体制

の整備に努めるものとする。 

ウ  家出・行方不明者対策の強化 

  
 家出・行方不明者のうち、犯罪被害等に遭うおそれの強い者の早期発見・保護、

被害予防のため、関係機関・団体との連携を図るなど対策を強化するものとする。 

エ  生活安全情報の提供、相談の強化 

  

 犯罪の被害者等が自ら犯罪の予防、拡大防止、被害回復の手段等を講じていくこ

とができるようにするため、総合相談等を通じた相談の受理、必要な情報の提供等

を更に推進し、充実を図る。また、相談業務においては、声かけ事案等犯罪に至ら

ない事案に関するものなどについても、地域住民の要望に応じた情報を積極的に提

供していくものとする。 

第 3 教養の徹底 

1 被害者対応に関する基本原則の徹底 



「被害者の安全を守るとともに、被害者に敬意と同情をもって接し、被害者の尊厳

を傷つけない」という警察の被害者との対応に関する基本原則を職員一人一人に徹底

するため、あらゆる機会、媒体を通じて教養を行うものとする。 

2 専門教養の充実強化 

各部門の担当者に被害者支援に関する専門的知識・技能を修得させるため、専門教

養の充実強化を図るものとする。 

第 4 報告 

所属長は、被害者支援に関し、効果的な施策を推進したとき又は特異・重要な事項

を把握したときは、警察本部長(警務課被害者支援室長経由)に報告するものとする。 
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